
 

 
 

 

一 

 
 

 

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱 

第
一 
土
地
の
収
用
又
は
使
用
に
係
る
特
別
の
措
置
の
創
設 

一 

特
例
事
業
（
復
興
整
備
事
業
で
あ
っ
て
、
復
興
整
備
計
画
に
一
定
の
記
載
（
①
事
業
主
体
の
事
業
遂
行
の
十
分
な
意
思

及
び
能
力
、
②
事
業
計
画
の
土
地
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
利
用
へ
の
寄
与
、
③
土
地
の
収
用
又
は
使
用
の
公
益
上
の
必
要

性
）
が
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
用
に
供
す
る
た
め
土
地
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
土
地
を

当
該
特
例
事
業
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
土
地
の
利
用
上
適
正
か
つ
合
理
的
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
収
用
し
、
又
は
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
六
十
三
条
の
二
関
係
） 

二 

復
興
整
備
計
画
に
一
定
の
記
載
を
す
る
場
合
の
協
議
会
等
に
お
け
る
協
議
、
被
災
関
連
都
道
府
県
知
事
等
の
同
意
、
当

該
計
画
の
告
示
等
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
六
十
三
条
の
十
一
等
関
係
） 

第
二 

収
用
又
は
使
用
の
手
続 

 

一 

裁
決
手
続
の
開
始 

 
 

特
例
事
業
者
（
特
例
事
業
の
実
施
主
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
復
興
整
備
計
画
の
告
示
が
あ
っ
た
と
き
は
、
用

地
委
員
会
に
、
土
地
の
収
用
又
は
使
用
の
裁
決
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。（
第
六
十
三
条
の
十
七
第
一
項
関
係
） 



 

 
 

 

二 

 
二 

権
利
取
得
裁
決
前
の
土
地
使
用 

 
 

 
用
地
委
員
会
は
、
裁
決
申
請
書
等
の
縦
覧
に
対
す
る
異
議
の
申
出
が
な
か
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
見
積
り
に
よ
る
補
償

金
の
予
納
が
あ
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
当
該
予
納
に
係
る
土
地
に
つ
い
て
、
特
例
事
業
者
に
、
特
例
事
業
の
用
に
供
す

る
た
め
使
用
さ
せ
る
旨
の
裁
決
（
以
下
「
手
続
中
使
用
裁
決
」
と
い
う
。
）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

（
第
六
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
関
係
） 

 

三 

補
償
金
の
仮
払
請
求 

 
 

 

土
地
所
有
者
又
は
土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
は
、
二
の
予
納
が
あ
っ
た
と
き
は
、
四
に
よ
る
権
利
取
得
裁

決
が
あ
る
ま
で
の
間
、
用
地
委
員
会
に
対
し
、
予
納
さ
れ
た
補
償
金
の
仮
払
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

（
第
六
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
関
係
） 

 

四 

権
利
取
得
裁
決 

 
 

 

用
地
委
員
会
は
、
裁
決
申
請
書
等
の
縦
覧
期
間
を
経
過
し
た
後
、
遅
滞
な
く
、
土
地
又
は
土
地
に
関
す
る
所
有
権
以
外

の
権
利
の
取
得
、
各
筆
の
土
地
又
は
当
該
土
地
に
関
す
る
所
有
権
以
外
の
権
利
に
対
す
る
損
失
の
補
償
等
の
裁
決
（
以
下

「
権
利
取
得
裁
決
」
と
い
う
。
）
に
係
る
審
理
を
開
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 



 

 
 

 

三 
（
第
六
十
三
条
の
三
十
二
第
一
項
関
係
） 

 

五 
補
償
裁
決 

 
 

 

用
地
委
員
会
は
、
権
利
取
得
裁
決
を
し
た
と
き
等
は
、
直
ち
に
、
土
地
所
有
者
及
び
関
係
人
に
対
す
る
各
人
別
の
損
失

の
補
償
等
の
裁
決
（
以
下
「
補
償
裁
決
」
と
い
う
。
）
に
係
る
審
理
を
開
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

（
第
六
十
三
条
の
四
十
七
第
一
項
関
係
） 

 

六 

一
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
四
章
第
二
節
の
二
第
三
款
関
係
） 

第
三 

土
地
の
収
用
又
は
使
用
に
係
る
そ
の
他
の
規
定 

一 

第
一
及
び
第
二
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
用
地
委
員
会
、
収
用
又
は
使
用
に
よ
る
損
失
及
び
事
業
の
廃
止
等
に
よ
る
損

失
の
補
償
、
手
数
料
及
び
費
用
の
負
担
、
用
地
委
員
会
が
す
る
処
分
に
つ
い
て
の
行
政
手
続
法
の
適
用
除
外
、
特
例
事
業

に
係
る
復
興
整
備
計
画
の
告
示
及
び
用
地
委
員
会
の
裁
決
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
並
び
に
訴
訟
、
生
活
再
建
の
た
め
の
措

置
等
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 

（
第
四
章
第
二
節
の
二
第
四
款
か
ら
第
九
款
ま
で
関
係
） 

 

二 

罰
則
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
九
十
条
の
二
か
ら
第
九
十
四
条
ま
で
関
係
） 

第
四 

施
行
期
日
等 



 

 
 

 

四 

 
一 

こ
の
法
律
は
、公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

 

二 
国
は
、
移
転
促
進
区
域
（
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
推
進
の
た
め
の
相
続
に
係
る
移
転
促
進
区
域
内
の
土
地
等
の

処
分
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
移
転
促
進
区
域
を
い
う
。
）
の
活
用
を
促
進
す
る
た
め
、
こ

の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
東
日
本
大
震
災
特
別
区
域
法
に
規
定
す
る
土
地
の
収
用
又
は
使
用
に
係
る
特
別
の
措
置
に
関
す

る
制
度
の
趣
旨
及
び
内
容
の
周
知
徹
底
を
図
る
と
と
も
に
、
土
地
の
交
換
の
促
進
、
土
地
収
用
法
の
特
例
の
創
設
等
に
よ

り
移
転
促
進
区
域
を
一
団
の
土
地
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る

も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

三 

国
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
の
施
行
の
状
況
を
踏
ま
え
、
将
来
に
お
け
る
大

規
模
な
災
害
の
発
生
に
備
え
、
大
規
模
な
災
害
の
被
災
地
の
復
興
に
係
る
事
業
の
用
に
供
す
る
土
地
の
収
用
又
は
使
用
の

在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

四 

そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
関
係
） 

 


